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（別紙２） 

意見募集を実施した際の省令案からの変更点 

 

【案文】脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施

行規則（案）に対する意見募集を実施した際からの変更点は以下のとおりです。 

 

 修正箇所 修正内容（下線部のとおり） 備考 

１ 第一条 

この省令において使用する用語は、この省令

に特段の定めのない限り、法、高圧ガス保安

法（昭和二十六年法律第二百四号）、一般高圧

ガス保安規則（昭和四十一年通商産業省令第

五十三号）及びコンビナート等保安規則（昭

和六十一年通商産業省令第八十八号）におい

て使用する用語の例による。 

この省令において使用する用語は、この省令

に特段の定めのない限り、脱炭素成長型経済

構造への円滑な移行のための低炭素水素等

の供給及び利用の促進に関する法律（以下

「法」という。）、高圧ガス保安法（昭和二十

六年法律第二百四号）、一般高圧ガス保安規

則（昭和四十一年通商産業省令第五十三号）

及びコンビナート等保安規則（昭和六十一年

通商産業省令第八十八号）において使用する

用語の例による。 

技 術 的 修

正 

２ 第二条第三号 

三 水素及び一酸化炭素又は水素及び二酸

化炭素から合成した気体 

 

三 水素及び一酸化炭素又は水素及び二酸

化炭素から合成したメタン 

技 術 的 修

正 

３ 第三条第一項 

法第二条第一項の経済産業省令で定める要

件は、水素については、水素の一キログラム

当たりの製造に伴い排出されるキログラム

で表した二酸化炭素の量（その製造等に伴っ

て二酸化炭素以外の温室効果ガス（地球温暖

化対策の推進に関する法律（平成十年法律第

百十七号）第二条第三項に規定する温室効果

ガスをいう。以下同じ。）が排出される場合に

は、当該二酸化炭素の量に、当該二酸化炭素

以外の温室効果ガスの量に当該温室効果ガ

スの地球温暖化係数（地球温暖化対策の推進

に関する法律（平成十年法律第百十七号）第

二条第五項に規定する地球温暖化係数をい

う。）を乗じて得た量を加えた量とする。以下

同じ。）が三・四以下であることとする。 

 

法第二条第一項の経済産業省令で定める要

件は、水素については、水素の一キログラム

当たりの製造に伴い排出されるキログラム

で表した二酸化炭素の量（その製造等に伴っ

て二酸化炭素以外の温室効果ガス（地球温暖

化対策の推進に関する法律（平成十年法律第

百十七号）第二条第三項に規定する温室効果

ガスをいう。以下同じ。）が排出される場合に

は、当該二酸化炭素の量に、当該二酸化炭素

以外の温室効果ガスの量に当該温室効果ガ

スの地球温暖化係数（地球温暖化対策の推進

に関する法律第二条第五項に規定する地球

温暖化係数をいう。）を乗じて得た量を加え

た量とする。以下同じ。）が三・四以下である

こととする。 

技 術 的 修

正 

４ 第三条第四項第二号 

二 前項第二号から第四号に該当すること。

この場合において、「合成燃料」とあるのは、

「合成メタン」と読み替えるものとする。 

 

二 前項第二号から第四号までに該当する

こと。この場合において、「合成燃料」とある

技 術 的 修

正 



のは、「合成メタン」と読み替えるものとす

る。 

５ 第四条柱書 

法第七条第五項第五号ロの経済産業省令で

定める期間は、次の各号の揚げる期間とす

る。 

 

法第七条第五項第五号ロの経済産業省令で

定める期間は、次の各号に掲げる期間とす

る。 

技 術 的 修

正 

６ 

第四条第二号 

法第十条第一号ロの助成金の交付を受ける

場合にあっては、当該助助成金を使用して整

備した供給等施設を取得した日から起算し

て十年 

 

法第十条第一号ロの助成金の交付を受ける

場合にあっては、当該助成金を使用して整備

した供給等施設を取得した日から起算して

十年 

技 術 的 修

正 

７ 

第六条第二項 

この場合においては、その病名、障害の程度、

病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考

となる所見を記載した医師の診断書を添付

しなければならない。 

この場合において、その病名、障害の程度、

病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考

となる所見を記載した医師の診断書を添付

しなければならない。 

技 術 的 修

正 

８ 

第八条第二項 

２ 前項の変更明細書には、第五条第二項各

号に掲げる事項のうち、変更のあった部分に

ついて記載しなければならない。 

前項に規定する変更明細書には、第五条第二

項各号に掲げる事項のうち、変更のあった部

分について記載しなければならない。 

技 術 的 修

正 

９ 

第十条 法第十五条の規定により製造の開

始を届け出ようとする承認製造者は、様式第

五の高圧低炭素水素等ガス製造開始届書を、

経済産業大臣に提出しなければならない。 

 

２ 法第十五条の規定により製造の廃止を

届け出ようとする特定製造期間における承

認製造者は、様式第六の高圧低炭素水素等ガ

ス製造廃止届書を経済産業大臣に提出しな

ければならない。 

第十条 法第十五条の規定により製造の開

始の届出をしようとする承認製造者は、様式

第五の高圧低炭素水素等ガス製造開始届書

を、経済産業大臣に提出しなければならな

い。 

２ 法第十五条の規定により製造の廃止の

届出をしようとする特定製造期間における

承認製造者は、様式第六の高圧低炭素水素等

ガス製造廃止届書を、経済産業大臣に提出し

なければならない。 

技 術 的 修

正 

10 

第十二条 前条の規定は、高圧ガス保安協会

（以下「協会」という。）が行う完成検査に準

用する。この場合において、同条中「法第十

六条第一項において準用する高圧ガス保安

法第二十条第一項本文又は第三項本文」とあ

るのは「法第十六条第一項において準用する

高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書又

は第三項第一号」と、同条中「経済産業大臣」

とあるのは「協会」と読み替えるものとする。 

２ （略） 

３ 前条の規定は、指定完成検査機関が行う

完成検査に準用する。この場合において、同

第十二条 前条の規定は、高圧ガス保安協会

（以下「協会」という。）が行う完成検査につ

いて準用する。この場合において、同条中「法

第十六条第一項において準用する高圧ガス

保安法第二十条第一項本文又は第三項本文」

とあるのは「法第十六条第一項において準用

する高圧ガス保安法第二十条第一項ただし

書又は第三項第一号」と、「経済産業大臣」と

あるのは「協会」と読み替えるものとする。 

２ （略） 

３ 前条の規定は、指定完成検査機関が行う

完成検査について準用する。この場合におい

技 術 的 修

正 



条中「法第十六条第一項において準用する高

圧ガス保安法第二十条第一項本文又は第三

項本文」とあるのは「法第十六条第一項にお

いて準用する高圧ガス保安法第二十条第一

項ただし書又は第三項第一号」と、同条中「経

済産業大臣」とあるのは「指定完成検査機関」

と読み替えるものとする。 

て、同条中「法第十六条第一項において準用

する高圧ガス保安法第二十条第一項本文又

は第三項本文」とあるのは「法第十六条第一

項において準用する高圧ガス保安法第二十

条第一項ただし書又は第三項第一号」と、「経

済産業大臣」とあるのは「指定完成検査機関」

と読み替えるものとする。 

11 

第十七条第二項第二号 

保安管理体制並びに高圧低炭素水素等ガス

製造保安統括者(以下「保安統括者」という。)、

高圧低炭素水素等ガス製造保安技術管理者

(以下「保安技術管理者」という。)、高圧低炭

素水素等ガス製造保安係員(以下「保安係員」

という。)、高圧低炭素水素等ガス製造保安主

任者(以下「保安主任者」という。)及び高圧低

炭素水素等ガス製造保安企画推進員(以下

「保安企画推進員」という。)の行うべき職務

の範囲に関すること。 

 

保安管理体制並びに高圧ガス製造保安統括

者(以下「保安統括者」という。)、高圧ガス製

造保安技術管理者(以下「保安技術管理者」と

いう。)、高圧ガス製造保安係員(以下「保安係

員」という。)、高圧ガス製造保安主任者(以下

「保安主任者」という。)及び高圧ガス製造保

安企画推進員(以下「保安企画推進員」とい

う。)の行うべき職務の範囲に関すること。 

技 術 的 修

正 

12 

第十七条第二項第十二号 

危害予防規程の作成及び変更の手続きに関

すること。 

 

危害予防規程の作成及び変更の手続に関す

ること。 

技 術 的 修

正 

13 

第十七条第六項 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進

に関する特別措置法第三条第一項の規定に

よる南海トラフ地震防災対策推進地域の指

定の際、当該南海トラフ地震防災対策推進地

域内において高圧低炭素水素等ガスの製造

を行う事業所を現に管理している特定製造

期間における承認製造者は、当該指定があっ

た日から六月以内に、前項に規定する事項の

細目について、法第十六条第一項において準

用する高圧ガス保安法第二十六条第一項の

規定により、経済産業大臣に提出しなければ

ならない。 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進

に関する特別措置法第三条第一項の規定に

よる南海トラフ地震防災対策推進地域の指

定の際、当該南海トラフ地震防災対策推進地

域内において高圧低炭素水素等ガスの製造

を行う事業所を現に管理している特定製造

期間における承認製造者は、当該指定があっ

た日から六月以内に、前項各号に掲げる事項

の細目について、法第十六条第一項において

準用する高圧ガス保安法第二十六条第一項

の規定により、経済産業大臣に提出しなけれ

ばならない。 

技 術 的 修

正 

14 

第十七条第八項 

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地

震防災対策の推進に関する特別措置法第三

条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周

辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、

当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災

対策推進地域内において高圧低炭素水素等

ガスの製造を行う事業所を現に管理してい

第十七条第八項 

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地

震防災対策の推進に関する特別措置法第三

条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周

辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、

当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災

対策推進地域内において高圧低炭素水素等

ガスの製造を行う事業所を現に管理してい

技 術 的 修

正 



る特定製造期間における承認製造者は、当該

指定があった日から六月以内に、前項に規定

する事項の細目について、法第十六条第一項

において準用する高圧ガス保安法第二十六

条第一項の規定により、経済産業大臣に提出

しなければならない。 

る特定製造期間における承認製造者は、当該

指定があった日から六月以内に、前項各号に

掲げる事項の細目について、法第十六条第一

項において準用する高圧ガス保安法第二十

六条第一項の規定により、経済産業大臣に提

出しなければならない。 

15 

第十七条第九項第五号 

充塡容器等（圧縮水素を燃料として使用する

車両に固定した燃料装置用容器を除く。以下

この号において同じ。）の事業所からの流出

防止を図るための措置並びに流出した充塡

容器等の回収方針に関すること（当該事業所

の所在地における津波浸水想定が一メート

ル（車両に固定した容器に係る事項にあって

は、二メートル）を超える場合に限る。） 

 

充塡容器等（圧縮水素を燃料として使用する

車両に固定した燃料装置用容器を除く。以下

この号において同じ。）の事業所からの流出

防止を図るための措置及び流出した充塡容

器等の回収方針に関すること（当該事業所の

所在地における津波浸水想定が一メートル

（車両に固定した容器に係る事項にあって

は、二メートル）を超える場合に限る。） 

技 術 的 修

正 

16 

第十七条第十項 

津波防災地域づくりに関する法律第八条第

一項の規定による津波浸水想定の設定の際、

当該想定が設定された区域内において高圧

低炭素水素等ガスの製造を行う事業所を現

に管理している特定製造期間における承認

製造者は、当該設定があった日から一年以内

に、前項に規定する事項の細目について、法

第十六条第一項において準用する高圧ガス

保安法第二十六条第一項の規定により、経済

産業大臣に提出しなければならない。 

 

津波防災地域づくりに関する法律第八条第

一項の規定による津波浸水想定の設定の際、

当該想定が設定された区域内において高圧

低炭素水素等ガスの製造を行う事業所を現

に管理している特定製造期間における承認

製造者は、当該設定があった日から一年以内

に、前項各号に掲げる事項の細目について、

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第二十六条第一項の規定により、経

済産業大臣に提出しなければならない。 

技 術 的 修

正 

17 

第十八条第一項 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第二十七条の二第一項（第二号を除

く。）の規定により、法第十六条第一項におい

て準用する高圧ガス保安法第二十七条の二

第一項第一号に掲げる者（次条から第三十二

条まで、第三十四条及び第三十五条において

「承認製造者」という。）は、事業所ごとに、

保安統括者一人を選任しなければならない。 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第二十七条の二第一項（第二号を除

く。）の規定により、法第十六条第一項におい

て準用する高圧ガス保安法第二十七条の二

第一項第一号に掲げる者（次条から第二十三

条まで、第二十五条及び第二十六条において

「特定製造期間における承認製造者」とい

う。）は、事業所ごとに、保安統括者一人を選

任しなければならない。 

技 術 的 修

正 

18 

第十九条第二項本文 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第二十七条の二第三項ただし書（同

条第一項第一号に係る部分に限る。）の規定

により、保安技術管理者を選任する必要のな

い場合は、次の各号の一に該当する場合とす

る。 

 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第二十七条の二第三項ただし書（同

条第一項第一号に係る部分に限る。）の規定

により、保安技術管理者を選任する必要のな

い場合は、次の各号のいずれかに該当する場

合とする。 

技 術 的 修

正 



19 

第二十条第一項 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第二十七条の二第四項（同条第一項

第一号に係る部分に限る。）の経済産業省令

で定める製造のための施設の区分（以下「製

造施設区分」という。）は、高圧低炭素水素等

ガスの製造施設とする。ただし、高圧低炭素

水素等ガスが二種類以上ある場合にあって

は、その種類ごとに一の製造施設区分として

扱うものとする。 

 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第二十七条の二第四項（同条第一項

第一号に係る部分に限る。）の経済産業省令

で定める製造のための施設の区分（以下「製

造施設区分」という。）は、高圧低炭素水素等

ガスの製造施設とする。ただし、高圧低炭素

水素等ガスが二種類以上ある場合にあって

は、その種類ごとにいずれかの製造施設区分

として扱うものとする。 

技 術 的 修

正 

20 

第二十条第二項 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第二十七条の二第四項（同条第一項

第一号に係る部分に限る。）の規定により、承

認製造者は、前項に規定する製造施設区分ご

とに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者

免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者

免状又は乙種機械責任者免状の交付を受け

ている者であって、次項に規定する高圧ガス

の製造に関する経験を有する者のうちから、

保安係員を選任しなければならない。この場

合において、同一の製造施設区分に属する製

造施設が同一の計器室で制御されない二以

上の系列に形成されているとき又は一の製

造施設につき従業員の交替制をとっている

ときは、当該製造施設については、当該系列

ごとに、又は当該交替制のために編成された

従業員の単位ごとに保安係員を選任しなけ

ればならない。 

 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第二十七条の二第四項（同条第一項

第一号に係る部分に限る。）の規定により、特

定製造期間における承認製造者は、製造施設

区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学

責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械

責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付

を受けている者であって、次項に規定する高

圧ガスの製造に関する経験を有する者のう

ちから、保安係員を選任しなければならな

い。この場合において、同一の製造施設区分

に属する製造施設が同一の計器室で制御さ

れない二以上の系列に形成されているとき、

又は一の製造施設につき従業員の交替制を

とっているときは、当該製造施設について

は、当該系列ごとに、又は当該交替制のため

に編成された従業員の単位ごとに保安係員

を選任しなければならない。 

技 術 的 修

正 
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第二十条第五項 

第一項の規定にかかわらず、異なる製造施設

区分に属する二以上の製造施設とが設備の

配置等からみて一体として管理されるもの

として設計されたものであり、かつ、同一の

計器室において制御され適切な保安管理が

行えるとき又は保安管理上これと同等以上

であると経済産業大臣が認めたときは、当該

製造施設は、同一の製造施設区分に属するも

のとみなす。 

 

第一項の規定にかかわらず、異なる製造施設

区分に属する二以上の製造施設が設備の配

置等からみて一体として管理されるものと

して設計されたものであり、かつ、同一の計

器室において制御され適切な保安管理が行

えるとき、又は保安管理上これと同等以上で

あると経済産業大臣が認めたときは、当該製

造施設は、同一の製造施設区分に属するもの

とみなす。 

技 術 的 修

正 
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第二十一条 法第十六条第一項において準

用する高圧ガス保安法第二十七条の二第五

項（同条第一項第一号に係る部分に限る。）の

第二十一条 法第十六条第一項において準

用する高圧ガス保安法第二十七条の二第五

項（同条第一項第一号に係る部分に限る。）の

技 術 的 修

正 



規定により届出をしようとする特定製造期

間における承認製造者は、様式第十四の高圧

低炭素水素等ガス保安統括者届書に、保安統

括者が当該事業所においてその事業の実施

を統括管理する者であることを証する書面

を添えて、経済産業大臣に提出しなければな

らない。ただし、解任の場合にあっては、当

該書面又は写しの添付を省略することがで

きる。 

２ 法第十六条第一項において準用する高

圧ガス保安法第二十七条の二第六項（同条第

一項第一号に係る部分に限る。）の規定によ

り届出をしようとする特定製造期間におけ

る承認製造者は、その年の前年の八月一日か

らその年の七月三十一日までの期間内にし

た保安技術管理者又は保安係員の選任若し

くは解任について、当該期間終了後遅滞な

く、様式第十五の高圧低炭素水素等ガス保安

技術管理者等届書に、当該保安技術管理者又

は保安係員が交付を受けた製造保安責任者

免状の写しを添えて、経済産業大臣に提出し

なければならない。ただし、解任の場合にあ

っては、当該写しの添付を省略することがで

きる。 

規定により届出をしようとする特定製造期

間における承認製造者は、様式第十四の高圧

ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事

業所においてその事業の実施を統括管理す

る者であることを証する書面を添えて、経済

産業大臣に提出しなければならない。ただ

し、解任の場合にあっては、当該書面又は写

しの添付を省略することができる。 

２ 法第十六条第一項において準用する高

圧ガス保安法第二十七条の二第六項（同条第

一項第一号に係る部分に限る。）の規定によ

り届出をしようとする特定製造期間におけ

る承認製造者は、その年の前年の八月一日か

らその年の七月三十一日までの期間内にし

た保安技術管理者又は保安係員の選任又は

解任について、当該期間終了後遅滞なく、様

式第十五の高圧ガス保安技術管理者等届書

に、当該保安技術管理者又は保安係員が交付

を受けた製造保安責任者免状の写しを添え

て、経済産業大臣に提出しなければならな

い。ただし、解任の場合にあっては、当該写

しの添付を省略することができる。 

23 

第二十二条第二項 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第二十七条の二第七項の規定によ

り、特定製造期間における承認製造者は、保

安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、

前項の第一回の講習を受けさせた日の属す

る年度の翌年度の開始の日から五年以内に、

それぞれ第二回の講習を受けさせなければ

ならない。第三回以降の講習についても、同

様とする。 

 

 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第二十七条の二第七項の規定によ

り、特定製造期間における承認製造者は、保

安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、

前項に規定する第一回の講習を受けさせた

日の属する年度の翌年度の開始の日から五

年以内に、それぞれ第二回の講習を受けさせ

なければならない。第三回以降の講習につい

ても、同様とする。 

 

技 術 的 修

正 
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第二十二条第三項 

前二項の規定にかかわらず、特定製造期間に

おける承認製造者は、保安係員若しくは保安

主任者に選任した日に前二項の期間が経過

している場合又は保安係員若しくは保安主

任者に選任した日から前二項の期間が経過

するまでの日の期間が六月未満の場合は、保

 

前二項の規定にかかわらず、特定製造期間に

おける承認製造者は、保安係員若しくは保安

主任者に選任した日に前二項に規定する期

間が経過しているとき、又は保安係員若しく

は保安主任者に選任した日から前二項に規

定する期間が経過するまでの日の期間が六

技 術 的 修

正 



安係員又は保安主任者に選任した日から六

月以内に講習を受けさせなければならない。 

 

月未満のときは、保安係員又は保安主任者に

選任した日から六月以内に講習を受けさせ

なければならない。 

 

25 

第二十三条第二項 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第二十七条の三第一項の経済産業

省令で定める製造のための施設の区分は、第

二十条第一項によるものとする。 

 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第二十七条の三第一項の経済産業

省令で定める製造のための施設の区分は、製

造施設区分によるものとする。 

技 術 的 修

正 
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第二十三条第三項 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第二十七条の三第一項の規定によ

り、特定製造期間における承認製造者は、第

二十条第一項に規定する製造施設区分ごと

に、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免

状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者

免状の交付を受けている者であって、次項に

規定する高圧ガスの製造に関する経験を有

する者のうちから、保安主任者を選任しなけ

ればならない。 

第二十三条第三項 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第二十七条の三第一項の規定によ

り、特定製造期間における承認製造者は、製

造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙

種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は

乙種機械責任者免状の交付を受けている者

であって、次項に規定する高圧ガスの製造に

関する経験を有する者のうちから、保安主任

者を選任しなければならない。 

技 術 的 修

正 
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第二十三条第六項 

第二項の規定にかかわらず、第二十条第四項

及び第五項の規定は、保安主任者の選任に準

用する。 

第二項の規定にかかわらず、第二十条第五項

の規定は、保安主任者の選任に係る製造施設

区分について準用する。 

技 術 的 修

正 
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第二十四条柱書 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第二十七条の三第二項の経済産業

省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に

関する知識経験を有する者は、次の各号の一

に該当する者とする。 

 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第二十七条の三第二項の経済産業

省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に

関する知識経験を有する者は、次の各号のい

ずれかに該当する者とする。 

技 術 的 修

正 
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第二十四条第五項 

学校教育法による大学若しくは高等専門学

校又は従前の規定による大学若しくは専門

学校において化学、物理学又は工学に関する

課程を修めて卒業し（当該課程を修めて同法

による専門職大学の前期課程を修了した場

合を含む。）、かつ、高圧ガスの製造に係る保

安に関する業務に通算して七年以上従事し

た者 

 

学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）

による大学若しくは高等専門学校又は従前

の規定による大学若しくは専門学校におい

て化学、物理学又は工学に関する課程を修め

て卒業し（当該課程を修めて同法による専門

職大学の前期課程を修了した場合を含む。）、

かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業

務に通算して七年以上従事した者 

技 術 的 修

正 
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第二十五条  

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第二十七条の三第三項において準

 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第二十七条の三第三項において準

技 術 的 修

正 



用する法第十六条第一項において準用する

高圧ガス保安法第二十七条の二第六項（同条

第一項第一号に係る部分に限る。）の規定に

より届出をしようとする特定製造期間にお

ける承認製造者は、その年の前年の八月一日

からその年の七月三十一日までの期間内に

した保安主任者又は保安企画推進員の選任

若しくは解任について、当該期間終了後遅滞

なく、様式第十六の高圧低炭素水素等ガス保

安主任者等届書に、保安主任者にあっては交

付を受けた製造保安責任者免状の写しを、保

安企画推進員にあっては前条各号の一に該

当する者であることを証する書面を添えて、

経済産業大臣に提出しなければならない。た

だし、解任の場合にあっては、当該書面又は

写しの添付を省略することができる。 

用する法第十六条第一項において準用する

高圧ガス保安法第二十七条の二第六項（同条

第一項第一号に係る部分に限る。）の規定に

より届出をしようとする特定製造期間にお

ける承認製造者は、その年の前年の八月一日

からその年の七月三十一日までの期間内に

した保安主任者又は保安企画推進員の選任

若しくは解任について、当該期間終了後遅滞

なく、様式第十六の高圧ガス保安主任者等届

書に、保安主任者にあっては交付を受けた製

造保安責任者免状の写しを、保安企画推進員

にあっては前条各号のいずれかに該当する

者であることを証する書面を添えて、経済産

業大臣に提出しなければならない。ただし、

解任の場合にあっては、当該書面又は写しの

添付を省略することができる。 
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第二十六条第一項柱書 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第三十三条第一項（第二十七条の二

第一項第一号に係る部分に限る。）の規定に

より、特定製造期間における承認製造者は、

次の各号に掲げる者の代理者を選任すると

きは、当該各号に掲げる者のうちから選任し

なければならない。 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第三十三条第一項（同法第二十七条

の二第一項第一号に係る部分に限る。）の規

定により、特定製造期間における承認製造者

は、次の各号に掲げる者の代理者を選任する

ときは、当該各号に定める者のうちから選任

しなければならない。 

技 術 的 修

正 
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第二十六条第一項第五号 

保安企画推進員の代理者 第二十四条各号

の一に該当する者 

 

 

保安企画推進員の代理者 第二十四条各号

のいずれかに該当する者 

 

技 術 的 修

正 
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第二十六条第二項 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第三十三条第一項（第二十七条の二

第一項第一号に係る部分に限る。）の経済産

業省令で定める高圧ガスの製造に関する経

験は、保安技術管理者の代理者にあつては前

項第二号に、保安係員の代理者にあつては前

項第三号に、保安主任者の代理者にあつては

前項第四号に掲げるものとする。 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第三十三条第一項（同法第二十七条

の二第一項第一号に係る部分に限る。）の経

済産業省令で定める高圧ガスの製造に関す

る経験は、保安技術管理者の代理者にあって

は前項第二号に、保安係員の代理者にあって

は前項第三号に、保安主任者の代理者にあっ

ては前項第四号に掲げるものとする。 

技 術 的 修

正 
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第二十六条第三項 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第三十三条第三項において準用す

る法第十六条第一項において準用する高圧

ガス保安法第二十七条の二第五項（同条第一

 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第三十三条第三項において準用す

る法第十六条第一項において準用する高圧

ガス保安法第二十七条の二第五項（同条第一

技 術 的 修

正 



項第一号に係る部分に限る。）の規定により

届出をしようとする特定製造期間における

承認製造者は、様式第十七の高圧低炭素水素

等ガス保安統括者代理者届書に、保安統括者

の代理者であることを証する書面を添えて、

経済産業大臣に提出しなければならない。た

だし、解任の場合にあっては、当該書面の添

付を省略することができる。 

項第一号に係る部分に限る。）の規定により

届出をしようとする特定製造期間における

承認製造者は、様式第十七の高圧ガス保安統

括者代理者届書に、保安統括者の代理者であ

ることを証する書面を添えて、経済産業大臣

に提出しなければならない。ただし、解任の

場合にあっては、当該書面の添付を省略する

ことができる。 
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第二十七条第二項 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第三十五条第一項本文の経済産業

大臣が行う保安検査は、一年（経済産業大臣

が定める施設（高圧低炭素水素等ガスの製造

を行う事業所がコンビナート等保安規則第

二条第一項第二十二号に規定する特定製造

事業所に該当する事業所以外の事業所であ

る場合にあっては一般高圧ガス保安規則第

七十九条第二項の経済産業大臣が定める施

設をいい、高圧低炭素水素等ガスの製造を行

う事業所がコンビナート等保安規則第二条

第一項第二十二号に規定する特定製造事業

所に該当する事業所である場合にあっては

コンビナート等保安規則第三十四条第二項

の経済産業大臣が定める施設間をいう。）に

あっては、経済産業大臣が定める期間（高圧

低炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコ

ンビナート等保安規則第二条第一項第二十

二号に規定する特定製造事業所に該当する

事業所以外の事業所である場合にあっては

一般高圧ガス保安規則第七十九条第二項の

経済産業大臣が定める期間をいい、高圧低炭

素水素等ガスの製造を行う事業所がコンビ

ナート等保安規則第二条第一項第二十二号

に規定する特定製造事業所に該当する事業

所である場合にあってはコンビナート等保

安規則第三十四条第二項の経済産業大臣が

定める期間をいう。））に一回受けなければな

らない。ただし、災害その他やむを得ない事

由によりその回数で保安検査を受けること

が困難であるときは、当該事由を勘案して経

済産業大臣が定める期間に一回受けなけれ

ばならない。 

 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第三十五条第一項本文の経済産業

大臣が行う保安検査は、一年（経済産業大臣

が定める施設（高圧低炭素水素等ガスの製造

を行う事業所がコンビナート等保安規則第

二条第一項第二十二号に規定する特定製造

事業所に該当する事業所以外の事業所であ

る場合にあっては一般高圧ガス保安規則第

七十九条第二項の経済産業大臣が定める施

設をいい、高圧低炭素水素等ガスの製造を行

う事業所がコンビナート等保安規則第二条

第一項第二十二号に規定する特定製造事業

所に該当する事業所である場合にあっては

コンビナート等保安規則第三十四条第二項

の経済産業大臣が定める施設をいう。）にあ

っては、経済産業大臣が定める期間（高圧低

炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコン

ビナート等保安規則第二条第一項第二十二

号に規定する特定製造事業所に該当する事

業所以外の事業所である場合にあっては一

般高圧ガス保安規則第七十九条第二項の経

済産業大臣が定める期間をいい、高圧低炭素

水素等ガスの製造を行う事業所がコンビナ

ート等保安規則第二条第一項第二十二号に

規定する特定製造事業所に該当する事業所

である場合にあってはコンビナート等保安

規則第三十四条第二項の経済産業大臣が定

める期間をいう。））に一回受けなければなら

ない。ただし、災害その他やむを得ない事由

によりその回数で保安検査を受けることが

困難であるときは、当該事由を勘案して経済

産業大臣が定める期間に一回受けなければ

ならない。 

技 術 的 修

正 



36 

第二十八条第一項 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第三十五条第一項ただし書の経済

産業省令で定めるものは、前条第一項に規定

する製造施設とする。 

 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第三十五条第一項第一号の経済産

業省令で定めるものは、特定施設とする。 

技 術 的 修

正 

37 

第二十八条第二項 

前条第二項及び第四項から第六項までの規

定は、協会が行う保安検査に準用する。この

場合において、同条第二項及び第四項から第

六項までの規定中「法第十六条第一項におい

て準用する高圧ガス保安法第三十五条第一

項本文」とあるのは「法第十六条第一項にお

いて準用する高圧ガス保安法第三十五条第

一項ただし書」と、同条第二項中「経済産業

大臣が行う」とあるのは「協会が行う」と、

同条第五項中「経済産業大臣に提出」とある

のは「協会に提出」と、同条第六項中「経済

産業大臣」とあるのは「協会」と読み替える

ものとする。 

 

前条第二項及び第四項から第六項までの規

定は、協会が行う保安検査に準用する。この

場合において、同条第二項及び第四項から第

六項までの規定中「法第十六条第一項におい

て準用する高圧ガス保安法第三十五条第一

項本文」とあるのは「法第十六条第一項にお

いて準用する高圧ガス保安法第三十五条第

一項第一号」と、同条第二項中「経済産業大

臣が行う」とあるのは「協会が行う」と、同

条第五項中「経済産業大臣に提出」とあるの

は「協会に提出」と、同条第六項中「経済産

業大臣」とあるのは「協会」と読み替えるも

のとする。 

技 術 的 修

正 

38 

第二十八条第四項 

前条第二項及び第四項から第六項までの規

定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準

用する。この場合において、同条第二項及び

第四項から第六項までの規定中「法第十六条

第一項において準用する高圧ガス保安法第

三十五条第一項本文」とあるのは「法第十六

条第一項において準用する高圧ガス保安法

第三十五条第一項第一号」と、同条第二項中

「経済産業大臣が行う」とあるのは「指定保

安検査機関が行う」と、同条第五項中「経済

産業大臣に提出」とあるのは「指定保安検査

機関に提出」と、同条第六項中「経済産業大

臣」とあるのは「指定保安検査機関」と読み

替えるものとする。 

 

前条第二項及び第四項から第六項までの規

定は、指定保安検査機関が行う保安検査につ

いて準用する。この場合において、同条第二

項及び第四項から第六項までの規定中「法第

十六条第一項において準用する高圧ガス保

安法第三十五条第一項本文」とあるのは「法

第十六条第一項において準用する高圧ガス

保安法第三十五条第一項第一号」と、同条第

二項中「経済産業大臣が行う」とあるのは「指

定保安検査機関が行う」と、同条第五項中「経

済産業大臣に提出」とあるのは「指定保安検

査機関に提出」と、同条第六項中「経済産業

大臣」とあるのは「指定保安検査機関」と読

み替えるものとする。 

技 術 的 修

正 

39 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第三十五条の二の規定により、同条

の自主検査は、ガス設備が高圧ガス保安法第

八条第一号の経済産業省令で定める技術上

の基準（耐圧試験に係るものを除く。）に適合

しているかどうかについて、一年（経済産業

大臣が定める設備（高圧低炭素水素等ガスの

製造を行う事業所がコンビナート等保安規

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第三十五条の二の自主検査は、ガス

設備が高圧ガス保安法第八条第一号の経済

産業省令で定める技術上の基準（耐圧試験に

係るものを除く。）に適合しているかどうか

について、一年（経済産業大臣が定める設備

（高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業

所がコンビナート等保安規則第二条第一項

技 術 的 修

正 



則第二条第一項第二十二号に規定する特定

製造事業所に該当する事業所以外の事業所

である場合にあっては一般高圧ガス保安規

則第八十三条第三項の経済産業大臣が定め

る設備をいい、高圧低炭素水素等ガスの製造

を行う事業所がコンビナート等保安規則第

二条第一項第二十二号に規定する特定製造

事業所に該当する事業所である場合にあっ

てはコンビナート等保安規則第三十八条第

三項の経済産業大臣が定める設備をいう。）

にあっては、経済産業大臣が定める期間（高

圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所が

コンビナート等保安規則第二条第一項第二

十二号に規定する特定製造事業所に該当す

る事業所以外の事業所である場合にあって

は一般高圧ガス保安規則第八十三条第三項

の経済産業大臣が定める期間をいい、高圧低

炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコン

ビナート等保安規則第二条第一項第二十二

号に規定する特定製造事業所に該当する事

業所である場合にあってはコンビナート等

保安規則第三十八条第三項の経済産業大臣

が定める期間をいう。））に一回以上行わなけ

ればならない。ただし、災害その他やむを得

ない事由によりその回数で自主検査を行う

ことが困難であるときは、当該事由を勘案し

て経済産業大臣が定める期間に一回以上行

わなければならない。 

第二十二号に規定する特定製造事業所に該

当する事業所以外の事業所である場合にあ

っては一般高圧ガス保安規則第八十三条第

三項の経済産業大臣が定める設備をいい、高

圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所が

コンビナート等保安規則第二条第一項第二

十二号に規定する特定製造事業所に該当す

る事業所である場合にあってはコンビナー

ト等保安規則第三十八条第三項の経済産業

大臣が定める設備をいう。）にあっては、経済

産業大臣が定める期間（高圧低炭素水素等ガ

スの製造を行う事業所がコンビナート等保

安規則第二条第一項第二十二号に規定する

特定製造事業所に該当する事業所以外の事

業所である場合にあっては一般高圧ガス保

安規則第八十三条第三項の経済産業大臣が

定める期間をいい、高圧低炭素水素等ガスの

製造を行う事業所がコンビナート等保安規

則第二条第一項第二十二号に規定する特定

製造事業所に該当する事業所である場合に

あってはコンビナート等保安規則第三十八

条第三項の経済産業大臣が定める期間をい

う。））に一回以上行わなければならない。た

だし、災害その他やむを得ない事由によりそ

の回数で自主検査を行うことが困難である

ときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が

定める期間に一回以上行わなければならな

い。 

40 

第三十一条第四項 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第三十五条の二の規定により、特定

製造期間における承認製造者（第十九条第二

項の規定により保安統括者を選任する必要

のない者を除く。）は、法第十六条第一項にお

いて準用する高圧ガス保安法第三十五条の

二の自主検査を行うときは、その選任した保

安係員に当該自主検査の実施について監督

を行わせなければならない。 

 

 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第三十五条の二の規定により、特定

製造期間における承認製造者（高圧低炭素水

素等ガスのうち圧縮水素を製造する者であ

って、第十八条第二項各号に掲げる事業所の

区分に応じ、当該各号に定める者を除く。）

は、法第十六条第一項において準用する高圧

ガス保安法第三十五条の二の自主検査を行

うときは、その選任した保安係員に当該自主

検査の実施について監督を行わせなければ

ならない。 

技 術 的 修

正 

41 第三十二条第一項  
技 術 的 修

正 



法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第三十五条の二に規定する検査記

録は、前条第五項各号に掲げる事項を電磁的

方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の

知覚によって認識することができない方法

をいう。以下同じ。）により記録することによ

り作成し、保存することができる。 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第三十五条の二に規定する検査記

録は、前条第五項各号に掲げる事項を電磁的

方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の

知覚によって認識することができない方法

をいう。）により記録することにより作成し、

保存することができる。 

42 

第三十三条 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第六十条第一項の規定により、特定

製造期間における承認製造者は、事業所ごと

に、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それ

ぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳

簿を備え、同表第一項及び第二項に掲げる場

合にあっては記載の日から二年間、同表 

第三項に掲げる場合にあっては記載の日か

ら十年間保存しなければならない。 

 

法第十六条第一項において準用する高圧ガ

ス保安法第六十条第一項の規定により、特定

製造期間における承認製造者は、事業所ごと

に、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それ

ぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳

簿を備え、同表第一号及び第二号に掲げる場

合にあっては記載の日から二年間、同表 

第三号に掲げる場合にあっては記載の日か

ら十年間保存しなければならない。 

技 術 的 修

正 

43 

第三十三条 表第三項下段 

異常があった年月日及びそれに対してとっ

た措置 

 

異常があった年月日及びこれに対してとっ

た措置 

技 術 的 修

正 

44 

第三十六条第二項 

前項の変更明細書には、第三十四条各号に掲

げる事項のうち、変更のあった部分について

記載しなければならない。 

前項に規定する変更明細書には、第三十四条

各号に掲げる事項のうち、変更のあった部分

について記載しなければならない。 

技 術 的 修

正 

45 

第三十七条 

（特定製造期間における承認貯蔵所に係る

軽微な変更の工事の届出） 

第三十七条  

法第十九条第二項の規定により届出をしよ

うとする特定製造期間における承認貯蔵所

の所有者又は占有者は、様式第二十八の承認

貯蔵所軽微変更届書に当該変更の概要を記

載した書面を添えて、経済産業大臣に提出し

なければならない。 

 

（特定貯蔵期間における承認貯蔵所に係る

軽微な変更の工事の届出） 

第三十七条  

法第十九条第二項の規定により届出をしよ

うとする特定貯蔵期間における承認貯蔵所

の所有者又は占有者は、様式第二十八の承認

貯蔵所軽微変更届書に当該変更の概要を記

載した書面を添えて、経済産業大臣に提出し

なければならない。 

技 術 的 修

正 

46 

第三十九条第一項  

法第二十一条において準用する高圧ガス保

安法第二十条第一項本文又は第三項本文の

規定により、承認貯蔵所について経済産業大

臣が行う完成検査を受けようとする特定貯

蔵期間における承認貯蔵所の所有者若しく

は占有者は、様式第三十一の承認貯蔵所完成

 

法第二十一条において準用する高圧ガス保

安法第二十条第一項本文又は第三項本文の

規定により、承認貯蔵所について経済産業大

臣が行う完成検査を受けようとする特定貯

蔵期間における承認貯蔵所の所有者又は占

有者は、様式第三十一の承認貯蔵所完成検査

技 術 的 修

正 



検査申請書を経済産業大臣に提出しなけれ

ばならない。 

申請書を経済産業大臣に提出しなければな

らない。 

47 

第四十条第一項 

前条の規定は、協会が行う完成検査に準用す

る。この場合において、同条中「法第二十一

条において準用する高圧ガス保安法第二十

条第一項本文又は第三項本文」とあるのは

「法第二十一条において準用する高圧ガス

保安法第二十条第一項ただし書又は第三項

第一号」と、同条中「経済産業大臣」とある

のは「協会」と読み替えるものとする。 

 

前条の規定は、協会が行う完成検査について

準用する。この場合において、同条中「法第

二十一条において準用する高圧ガス保安法

第二十条第一項本文又は第三項本文」とある

のは「法第二十一条において準用する高圧ガ

ス保安法第二十条第一項ただし書又は第三

項第一号」と、「経済産業大臣」とあるのは「協

会」と読み替えるものとする。 

技 術 的 修

正 

48 

第四十条第二項 

法第二十一条において準用する高圧ガス保

安法第二十条第一項ただし書又は第三項第

一号の規定により、協会が行う完成検査を受

けた旨を届け出ようとする特定貯蔵期間に

おける承認貯蔵所の所有者若しくは占有者

は、様式第三十三の高圧ガス保安協会完成検

査受検届書を経済産業大臣に提出しなけれ

ばならない。 

法第二十一条において準用する高圧ガス保

安法第二十条第一項ただし書又は第三項第

一号の規定により、協会が行う完成検査を受

けた旨を届け出ようとする特定貯蔵期間に

おける承認貯蔵所の所有者又は占有者は、様

式第三十三の高圧ガス保安協会完成検査受

検届書を経済産業大臣に提出しなければな

らない。 

技 術 的 修

正 

49 

第四十条第三項 

前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成

検査に準用する。この場合において、同条中

「法第二十一条において準用する高圧ガス

保安法第二十条第一項本文又は第三項本文」

とあるのは「法第二十一条において準用する

高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書又

は第三項第一号」と、同条中「経済産業大臣」

とあるのは「指定完成検査機関」と読み替え

るものとする。 

 

前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成

検査について準用する。この場合において、

同条中「法第二十一条において準用する高圧

ガス保安法第二十条第一項本文又は第三項

本文」とあるのは「法第二十一条において準

用する高圧ガス保安法第二十条第一項ただ

し書又は第三項第一号」と、「経済産業大臣」

とあるのは「指定完成検査機関」と読み替え

るものとする。 

技 術 的 修

正 

50 

第四十条第四項 

法第二十一条において準用する高圧ガス保

安法第二十条第一項ただし書又は第三項第

一号の規定により、指定完成検査機関が行う

完成検査を受けた旨を届け出ようとする特

定貯蔵期間における承認貯蔵所の所有者若

しくは占有者は、様式第三十四の指定完成検

査機関完成検査受検届書を経済産業大臣に

提出しなければならない。 

法第二十一条において準用する高圧ガス保

安法第二十条第一項ただし書又は第三項第

一号の規定により、指定完成検査機関が行う

完成検査を受けた旨を届け出ようとする特

定貯蔵期間における承認貯蔵所の所有者又

は占有者は、様式第三十四の指定完成検査機

関完成検査受検届書を経済産業大臣に提出

しなければならない。 

技 術 的 修

正 

51 

第四十二条第一項 

法第二十一条において準用する高圧ガス保

安法第二十条第四項規定により、協会が同項

法第二十一条において準用する高圧ガス保

安法第二十条第四項の規定により、協会が同

項の報告をしようとするときは、様式第三十

技 術 的 修

正 



の報告をしようとするときは、様式第三十五

の完成検査結果報告書に完成検査の記録を

添えて、経済産業大臣に提出しなければなら

ない。 

五の完成検査結果報告書に完成検査の記録

を添えて、経済産業大臣に提出しなければな

らない。 

52 

第四十四条 

法第二十一条において準用する高圧ガス保

安法第六十条第一項の規定により、特定貯蔵

期間における承認貯蔵所の所有者若しくは

占有者は、貯蔵所ごとに、次の表の上欄に掲

げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げ

る事項を記載した帳簿を備え、同表第一項に

掲げる場合にあっては記載の日から二年間、

同表第二項に掲げる場合にあっては記載の

日から十年間保存しなければならない。 

 

法第二十一条において準用する高圧ガス保

安法第六十条第一項の規定により、特定貯蔵

期間における承認貯蔵所の所有者又は占有

者は、貯蔵所ごとに、次の表の上欄に掲げる

場合に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事

項を記載した帳簿を備え、同表第一号に掲げ

る場合にあっては記載の日から二年間、同表

第二号に掲げる場合にあっては記載の日か

ら十年間保存しなければならない。 

技 術 的 修

正 

53 

第四十四条表上段 

一 高圧低炭素水素等ガスを容器により授

受した場合 

 

二 承認貯蔵所に異常があった場合 

 

１ 高圧低炭素水素等ガスを容器により授

受した場合 

 

２ 承認貯蔵所に異常があった場合 

技 術 的 修

正 

54 

第四十七条 

経済産業大臣は、法第二十四条第一項の規定

により、同項各号に掲げる場合には、その承

認、認定等の処分を受け、又は届出をした承

認製造者の名称及びその事業所の名称及び

所在地、承認貯蔵所の所有者若しくは占有者

の名称及び当該承認貯蔵所の名称及び所在

地若しくは認定供給等事業者の名称並びに

その処分をし、又は届出を受理した年月日の

ほか、次条に規定する事項その他参考となる

事項について、当該事業所若しくは承認貯蔵

所の所在地（移動式製造設備を使用する承認

製造者にあっては、当該設備の使用の本拠の

所在地。以下同じ。）又は輸入する高圧低炭素

水素等ガスの陸揚地を管轄する都道府県知

事（当該事業所、承認貯蔵所又は陸揚地が地

方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第

二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下

「指定都市」という。）の区域内にある場合で

あって、当該事業所、承認貯蔵所又は陸揚地

に係る事務が脱炭素成長型経済構造への円

滑な移行のための低炭素水素等の供給及び

利用の促進に関する法律施行令（令和六年政

第四十七条 

経済産業大臣は、法第二十四条第一項各号に

掲げる場合には、その承認、認定等の処分を

受け、又は届出をした承認製造者の名称及び

その事業所の名称及び所在地、承認貯蔵所の

所有者若しくは占有者の名称及び当該承認

貯蔵所の名称及び所在地若しくは認定供給

等事業者の名称並びにその処分をし、又は届

出を受理した年月日のほか、次条に規定する

事項その他参考となる事項について、当該事

業所若しくは承認貯蔵所の所在地（移動式製

造設備を使用する承認製造者にあっては、当

該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。）又

は輸入する高圧低炭素水素等ガスの陸揚地

を管轄する都道府県知事（当該事業所、承認

貯蔵所又は陸揚地が地方自治法（昭和二十二

年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第

一項の指定都市（以下「指定都市」という。）

の区域内にある場合であって、当該事業所、

承認貯蔵所又は陸揚地に係る事務が脱炭素

成長型経済構造への円滑な移行のための低

炭素水素等の供給及び利用の促進に関する

法律施行令（令和六年政令第   号第三百

技 術 的 修

正 



令第   号第三百十四号）第二項に規定す

る事務に該当しない場合にあっては、当該事

業所若しくは承認貯蔵所の所在地又は陸揚

地を管轄する指定都市の長）に文書をもって

通知するものとする。 

十四号）第二項に規定する事務に該当しない

場合にあっては、当該事業所若しくは承認貯

蔵所の所在地又は陸揚地を管轄する指定都

市の長）に文書をもって通知するものとす

る。 

55 

第四十九条表中段 

法第十二条第一項若しくは第十七条第一項

の承認、法第十五条若しくは法第二十条の規

定による届出又は法第二十三条の規定によ

る承認の取消し 

 

法第十二条第一項若しくは第十七条第一項

の承認、法第十五条若しくは第二十条の規定

による届出又は法第二十三条の規定による

承認の取消し 

技 術 的 修

正 

56 

（身分を示す証票） 

第五十三条 法第三十八条第三項（経済産業

大臣、都道府県知事又は指定都市の長が公共

の安全の維持又は災害の発生の防止のため

必要があると認め、同条第一項による立入検

査を行う場合に限る。）の規定により経済産

業大臣、都道府県知事又は指定都市の長がそ

の職員に携帯させる証票は、様式第四十一に

よるものとする。ただし、都道府県知事又は

指定都市の長がその職員に携帯させる証票

にあっては、経済産業省の所管する法律の規

定に基づく立入検査等の際に携帯する職員

の身分を示す証明書の様式の特例に関する

省令（令和三年経済産業省令第七十七号）別

記様式による立入検査等をする職員の携帯

する身分を示す証明書の法令の条項の欄に、

その規定を記載した場合は、当該証明書を様

式第四十一の証票とみなす。 

（身分を示す証明書） 

第五十三条 法第三十八条第三項（経済産業

大臣、都道府県知事又は指定都市の長が公共

の安全の維持又は災害の発生の防止のため

必要があると認め、同条第一項の規定による

立入検査を行う場合に限る。）の規定により

経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の

長がその職員に携帯させる証明書は、様式第

四十一によるものとする。ただし、都道府県

知事又は指定都市の長がその職員に携帯さ

せる証明書にあっては、経済産業省の所管す

る法律の規定に基づく立入検査等の際に携

帯する職員の身分を示す証明書の様式の特

例に関する省令（令和三年経済産業省令第七

十七号）別記様式による立入検査等をする職

員の携帯する身分を示す証明書の法令の条

項の欄に、その規定を記載した場合は、当該

証明書を様式第四十一の証明書とみなす。 

技 術 的 修

正 

57 
様式第二、第二十六、第三十一 

事業所（本社）所在地 

 

事務所（本社）所在地 

技 術 的 修

正 

58 
様式第三、第二十七 

二以上の変更の許可申請 

 

二以上の変更の承認申請 

技 術 的 修

正 

59 
様式第八 

第 11 条関係 

 

第 11 条、第 12 条関係 

技 術 的 修

正 

60 

様式第八 備考 

４（ ）内は該当する一機関名を記載すれば

よい。 

 

４［ ］内は該当する一機関名を記載すれば

よい。 

技 術 的 修

正 

61 
様式第九 

事務所所在地 

 

事業所所在地 

技 術 的 修

正 

62 
様式第十 

第 11 条関係 

 

第 12 条関係 

技 術 的 修

正 



63 
様式第十一、第十二 

検査をした施設及びその所在地 

 

検査をした製造施設及びその所在地 

技 術 的 修

正 

64 
様式第十八 備考 

２ ×印の項は記載しないこと。 

備考 

２ 適用する高圧ガス保安法第８条第１号

の経済産業省令が一般高圧ガス保安規則の

場合は「一般」、コンビナート等保安規則の場

合は「特定」を選択すること。 

３ ×印の項は記載しないこと。 

技 術 的 修

正 

65 

様式第十九 備考 

４ 前回の保安検査後、施設を休止した場合

には、前回の保安検査に係る保安検査証の交

付年月日の欄に、（ ）を設け、休止期間を記

載すること。 

４ 前回の保安検査後、施設を休止した場合

には、前回の保安検査の年月日の欄に、（ ）

を設け、休止期間を記載すること。 

技 術 的 修

正 

66 

様式第十九～二十四 備考 

第 26 条第４項により当該検査を受け又は自

ら行ったとみなされる日がある場合は、当該

年月日を記載すること 

第 27 条第４項により当該検査を受けたとみ

なされる日がある場合は、当該年月日を記載

すること 

技 術 的 修

正 

67 

様式第十九、第二十一～第二十四 

第 26 条第２項ただし書の経済産業大臣が災

害その他の事由を勘案して定める期間に保

安検査を受ける場合はその旨 

 

第 27 条第２項ただし書の経済産業大臣が災

害その他の事由を勘案して定める期間に保

安検査を受ける場合はその旨 

技 術 的 修

正 

68 
様式第二十 

指定完成検査機関名 

 

指定保安検査機関名 

技 術 的 修

正 

69 
様式第二十五、第二十七、第二十九、第三十 

名称 

 

名称（貯蔵所の名称を含む。） 

技 術 的 修

正 

70 
様式第二十八、第三十三～第三十六 

名称（事業所の名称を含む。） 

 

名称（貯蔵所の名称を含む。） 

技 術 的 修

正 

71 
様式第三十一～第三十四 

事業所所在地 

 

貯蔵所所在地 

技 術 的 修

正 

72 
様式第三十三～第三十六 

検査を受けた貯蔵所 

 

検査を受けた貯蔵設備 

技 術 的 修

正 

73 
様式第三十四 

完成検査検査証の検査番号 

 

完成検査証の検査番号 

技 術 的 修

正 

 


